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答 申 

 

第１ 審査会の結論 

  本件審査請求に係る伊賀市長（以下「実施機関」という。）が平成２８年９月２３日付

け伊課第１３３０号により行った非公開決定（以下「本決定」という。）はこれを取り消

し、次の行政情報を対象文書として特定し、改めて公開の決定をすべきである。 

ア）平成２２年度固定資産税の課税誤り（市街化区域内農地）について（報告書） 

   【伊課第１６９号 平成２２年４月２１日付け】 

イ）課税誤りに関する実態調査の回答について（伺） 

   【伊課第３１５５号 平成２４年３月８日付け】 

ウ）平成２２年度固定資産税の課税誤りとお詫び ２通 

   【平成２２年４月１９日付け】 

エ）平成２２年度名寄帳兼固定資産課税台帳の修正分の送付について（お詫び）２通 

   【平成２２年４月２２日付け】 

 

第２ 審査請求の経緯 

１ 審査請求人は、平成２８年９月１２日、条例第６条第１項の規定に基づき、実施機

関に対し、以下に掲げる行政情報の公開請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

【本件請求】 

   伊賀市の固定資産税に関し、 

① 過去に過徴収事例があったか否かの調査に関する一切の情報（個人と法人の別、

１件あたりの金額、過徴収の始期と終期、返還の有無） 

② 過去に過少徴収事例があったか否かの調査に関する一切の情報（個人と法人の別、

１件あたりの金額、過少徴収の始期と終期、追加徴収の有無） 

２ 実施機関は、本件請求に係る行政情報として、「合併以来納税義務者ごとに作成され

た個々の調査票及び名寄帳兼課税台帳（以下「本件文書１」という。）」を特定した上

で、「伊賀市情報公開条例（平成１６年１１月１日条例第１５号。以下「条例」という。）

第７条第２号に規定する個人に関する情報及び同条第３号に規定する法人その他の団

体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすること

により、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると

認められる情報である」という理由と付して、平成２８年９月２３日付け伊課第１３

３０号により審査請求人に行政情報非公開決定通知書を送付した。 

また、実施機関は、本件請求に係る行政情報として、「固定資産税・都市計画税の課

税誤り等による税額修正に関する実態調査（市町村個票）（平成２８年９月２日三重県

へ回答）（以下「本件文書２」という。）」を特定した上で、平成２８年９月２３日付け
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伊課第１３３１号により審査請求人に行政情報公開決定通知書を送付した。 

３ 審査請求人は、平成２８年９月２７日、本決定を不服として、実施機関に対して審

査請求を行った。 

４ 実施機関は、平成２８年１０月７日、条例第２０条第１項の規定に基づき当審査会

に対し諮問を行った。 

 

第３ 実施機関の主張 

  実施機関の主張は、おおむね次のように要約される。 

１ 本件請求に係る審査請求人による公開請求書の記載内容から、「伊賀市の固定資産税

に係る過徴収又は過少徴収に関する個々の調査及び課税資料」に係る行政情報として、

本件文書１を特定した。本件文書１には、納税義務者の氏名・住所のほか、当該個人

又は法人と協議した経緯及び詳細が時系列に列記されている欄や課税額の修正内容等

が記録されており、強度な個人情報又は法人情報を含んでいることから、条例第７条

第２号及び同条第３号に該当する。 

２ 本件請求のうち、「過徴収又は過少徴収があったか否か」については、本件文書２に

「平成２４年度から平成２７年度までの固定資産税・都市計画税の課税誤り等による

税額修正８項目に係る件数及び金額」について記載があるため、当該文書を本件請求

に係る行政情報であると解し、審査請求人に対し、平成２８年９月２３日付けで公開

を決定した。なお、本件請求の「過徴収の返還の有無」については、収税課の所管事

務であるため、当該担当部署より不存在決定としている。 

 

第４ 審査請求人の本決定に対する意見 

  審査請求人の主張は、おおむね次のように要約される。 

１ 本決定は、非公開とすべき理由がないにも関わらず、実施機関が非公開決定したも

ので違法である。 

２ 本件請求に対し実施機関が特定した本件文書１は、本来、審査請求人が意図し公開

請求した行政情報ではない。本件請求の意味するところは、国・県等からの通達を契

機に実施した固定資産税の課税誤りに関する調査によって判明したと考えられる市の

これまでの過誤情報の総括、統計的結果、過誤徴収の原因究明を行った経過又は是正

措置に関し個々の案件を取りまとめた文書及び過誤徴収があった場合に納税者に発信

される文書若しくはその際の起案・決裁文書である。市民の知る権利を保障するため

にも、市の過誤情報について適正に公開すべきである。 

 

第５ 実施機関の本件対象文書に係る再調査に関する意見 

 本決定に対し審査請求がなされ、当審査会が審査請求人の意見陳述により審査請求の

趣旨を確認したところ、実施機関と審査請求人との間で公開を求める行政情報の特定に
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あたって齟齬があることを確認した。その後、対象文書の再調査を行った実施機関の主

張は、おおむね次のように要約される。 

１ 本件請求における「請求する行政情報の件名又は内容」欄の記載内容について、

審査請求人と実施機関担当者との間で解釈に違いがあったため、審査請求人の意見

陳述より確認した行政情報について、本件請求に関連する簿冊、文書システム内に

残存する電子データ等を再調査したところ、次に掲げる行政情報を対象文書として

改めて特定した。 

ア）課税誤りに関する実態調査の回答について（伺） 

【２３伊課第３１５５号 平成２４年３月８日付け】 

本件請求に対して、審査請求人に公開決定とした本件文書２の前回分にあたる

調査である。この調査は、県に対して回答を行った平成２１年から平成２３年ま

での３年間の税額修正に関する実態調査である。修正件数の合計を全て足すと、

異議申立人が提示した新聞報道に記載されている課税誤りの件数１，０５２件に

合致する。当該文書については必要に応じて公開としたい。なお、当該文書は、

文書の保存期限を過ぎているため原本は廃棄処分しているが、文書管理システム

内に残っていた電子データを特定したものである。 

イ）平成２２年度固定資産税の課税誤り（市街化区域内農地）について（報告書） 

     【２２伊課第１６９号 平成２２年４月２１日付】 

     平成２１年度中に情報政策課（現在の企画振興部広聴情報課）へ依頼し介在山

林の課税標準額に係るプログラム修正を行った際、修正が必要ない市街化区域内

農地について、算定していた特例措置や負担調整措置の計算プログラムが外れ宅

地課税としたことによる課税誤りに係る顛末を記した文書である。当該文書は、

文書の保存期限を過ぎているため原本は廃棄処分しているが、文書管理システム

内に残っていた電子データを特定したものである。全部公開としたい。 

なお、上記ア）の実態調査において、平成２２年度における土地の減額修正で

の「負担調整・特例等適用誤り」の欄にある７７８件のうち７２２件については、

このプログラム修正のミスにより発生したものである。プログラム修正のミスに

よる過誤徴収の件数を除くと３年間の固定資産税の課税修正は２８０件となるが、

この２８０件の殆どは現況変更等に伴う地目の修正や家屋滅失の報告に伴う課税

修正であって、その場合、今後の対応策等を協議しないため本件請求に係る対象

文書としては、審査請求人に対し非公開とした本件文書１のみ存在する。 

 

第６ 審査会の判断 

  １ 本件文書の特定について 

（１）実施機関が開示を実施した際、本件請求の趣旨に対する認識について、実施機

関と審査請求人との間で齟齬が生じており、本件請求に係る対象文書の範囲が不
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明確になっていた。そのため、審査請求人が本来請求していた行政情報を改めて

確認した上で、当審査会が実施機関に本件請求に係る行政情報の再確認を依頼し

たところ、実施機関は、上記ア）及びイ）の文書を特定し、次のとおり説明があ

った。 

ア 実施機関は、本件請求に係る対象文書の特定に際し、公開請求書が提出さ

れた時点から非公開決定を行うまでの間、審査請求人との面談・電話連絡等

により請求文書の確認をしていない。 

     イ 市が保有する全ての文書等を確認したが、上記ア）及びイ）の文書以外に

本件請求に該当する行政情報は一切存在しない。 

  （２）審査請求人は、課税誤りの対象となった納税義務者に対する謝罪文、決裁文書

等についても請求対象であると主張している。そのため、実施機関の特定した上

記イ）の文書中にある「お詫び文を発行した」という記載に基づき、当審査会が

実施機関に対し、納税義務者に対する謝罪文等の有無について確認したところ、

実施機関は、次のウ）及びエ）の文書を特定の上、次のとおり説明があった。 

    ウ）平成２２年度固定資産税の課税誤りとお詫び ２通 

      【平成２２年４月１９日付け】 

    エ）平成２２年度名寄帳兼固定資産課税台帳の修正分の送付について（お詫び）

２通 【平成２２年４月２２日付け】 

納税義務者に送った謝罪文については、上記のウ）及びエ）が本件対象文書

として特定できる。ウ）及びエ）は、必要性が認められれば、開示することに

支障はない。 

  （３）実施機関は、上記ア）からエ）までの文書を本件対象文書として特定したが、

これ以外に対象文書が存在しないという説明だった。 

以上のような実施機関の説明には、疑いを差し挟む余地はないものと当審査会

は判断した。 

 ２ 本件文書の公開の可否について 

（１）条例第７条第２号及び同条第３号の該当性について 

   実施機関の再調査により特定された上記ア）からエ）までの文書の条例第７条第

２号及び同条第３号の該当性について検討する。 

   ア 条例第７条第２号は、「個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する

情報を除く。）であって、特定の個人が識別され得るもの」については非公開とす

ることを規定しており、同条第３号は、「法人その他の団体（国及び地方公共団体

を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に

関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競

争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの」については非公開とす

ることを規定している。 
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   イ 実施機関は、上記のア）からエ）までの文書について、いずれも公開すること

は支障ないと説明しており、当審査会としても、上記のア）からエ）までの文書

について、いずれも条例第７条第２号及び同条第３号に該当する情報は記載され

ていないと判断する。ただし、ア）及びイ）には、起案文書に職員の氏名が記載

されており、プログラム修正のミスにより課税誤りが生じた当時、当該職員が懲

戒処分を受けている場合は、当該職員の私生活に影響を及ぼす恐れがある情報と

して、条例第７条第２号により、氏名は非公開とすべきである。 

３ 結論 

以上のことから、当審査会は、実施機関が特定した行政情報のうち、「審査会の結

論」に示した行政情報については公開することが妥当であると判断する。 

 

 

付言 

 本件では、請求対象となっている行政情報を特定する際、実施機関が請求者に対し対象

文書の確認を怠ったことにより、当初実施機関が想定した行政情報と審査請求によって明

らかになった本来請求していた行政情報との間に齟齬が生じる要因となり、審査請求に至

ったものである。 

 条例第３条には「実施機関は、市民の知る権利を尊重し、行政情報の公開が適正に行わ

れるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない」と規定されている。 

これを受けて、当審査会は、今後、公開決定を行おうとする実施機関に対し、請求者か

ら公開請求書が提出された際は、請求者との連絡を密に取り、対象文書の正確な特定に努

めるよう対応を求める。 

 

 

 

審査会の処理経過 

年 月 日 処理内容 

平成２８年１０月 ７日 諮問書受理 

平成２９年 ３月３０日 

審議① 

実施機関からの意見聴取 

審査請求人の意見陳述 

      ５月１９日 

審議② 

実施機関からの意見聴取 

答申案の調整 

７月１３日 答申 

 


